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新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかわる臨時休業等について 

 

日頃から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための健康チェックや検温など、ご理解・ご協力賜

り、心より感謝申し上げます。 

 感染症対策として、今後の対応のご理解を図るとともに、ご家庭にも協力していただきたい点を記し

ますので、ご理解・ご協力いただきますようお願いします。 

 

記 

１ 臨時休業の範囲の見直し 

令和 3 年 1 月 5 日に文部科学省から、「児童生徒、教職員の中に感染者が発生した場合、感染者が 1 人

発生したことのみをもって、学校全体の臨時休業を行うことは控えること。保健所等と相談の上、学級や

学年単位など必要最低限の範囲での休業にとどめること」の通知がありました。今後、その通知に従い、

それぞれのケースに応じて、子どもたちの安全・安心を考えて、柔軟に対応していきます。  

(1 月１2 日より実施) 

２ 学校と家庭の連携をより一層図り、感染の拡大を防ぐ 

 ・お子さんが、発熱やかぜの症状がある場合や体調が悪い場合には、登校を控える。 

・お子さんや家族が感染した場合や PCR 検査を受診する場合には、必ず学校に連絡をしてください。 

・家族が濃厚接触者として PCR 検査を受検する場合には、お子さんは学校を休ませてください。 

（家族の行動制限については、保健所や医療機関に確認してください。） 

・お子さんの体調や家族の状況から登校を心配され、学校を休む場合には、学校に相談していただくこ

とにより、欠席扱いとしないことができます。 

３ 感染症に対する誹謗・中傷等をなくす 

 ・誰が感染したとか、PCR 検査を受けたかという噂話をしたり、詮索したりしない。 

 ・デマや噂話に惑わされないよう、正しい情報や正確な事実に基づいて、慎重に行動する。 

学校では、新型コロナウイルス感染症について学年に応じて理解を図るよう指導します。仲間に対し

て偏見をもったりいじめにつながったりして、児童生徒が悲しい思いをすることがないよう配慮して

いきます。ご家庭でもお子様にその旨ご指導いただきますようお願い申し上げます。 

最近、特に若い世代の方の感染が多発しています。 

家族や親族が集まって会食し、クラスターが発生しています。 

当分の間、自宅などで家族以外が集まり飲食することはやめてください。 

協力をお願いします。 

可児市新型コロナウイルス感染症対策本部 


